
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 指定薬物の所持等の禁止について 府省名 厚生労働省 

根拠となる法令 
■法律     □政令     □府省令     □告示     □その他 

薬事法 

規制の区分 ■新設等             □緩和               □廃止 

「○」:評価書の分析・説明に課題（疑問点・問題点等）があるもの。 
「※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題が解消したもの。 
「○※」:点検過程における各府省からの補足説明（＜点検結果表の別紙＞参照）により課題の一部が解消したも

の（なお、「評価の実施状況」欄には評価書を踏まえた区分を、次の【課題の説明】欄には、評価書及び
補足説明を踏まえた課題内容を記載していることから、両者の内容が一致しない場合がある。）。 

点検項目 評価の実施状況 
課
題 

① 
規制の目的、 
内容及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費
用
の
分
析 

② 遵守費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

③ 行政費用 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □負担なし □分析なし  

④ 
その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

⑤ 便益の分析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし  

⑥ 
費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

⑦ 
代替案の 
設定 

■設定あり □想定される代替案なし □設定なし ※ 

⑧ 
代替案との 
比較 

■費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 □比較なし  

⑨ 
レビューを行う
時期又は条件 

■設定あり □設定なし  

【課題の説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【点検結果表の別紙】 

 

≪代替案の設定に係る補足説明≫ 

○ 当省の照会 

  代替案の設定について、「所持、使用等について、厚生労働大臣に事前に申請をしなければならないこと

とします」と記載しているが、本評価書の遵守費用の分析において、指定薬物は「本来一般消費者が所持

等をする必要のないもの」としているにもかかわらず、当該指定薬物の所持、使用等について申請させる

ことを達成手段として実際に設定することはあり得ないものと考えられるため、想定できる代替案として

適切な手段を明示する必要がある。 

  なお、代替案が想定されない場合は、その旨を説明する必要がある。 

 

○ 厚生労働省の説明 

  指定薬物の使用については、既に現行の薬事法において製造、販売、輸入等が禁止されており、今般の

改正により、単純所持、使用等を新たに禁止することが、指定薬物の使用による健康被害や他者への危害

事例の発生等の深刻な社会問題を防止するという規制の目的を達成する上で最も適切な手段であると考え

られ、同様の規制の目的を達成し得る代替案は想定されないものと考える。 

 

 


